
寒 川 町 一 般 職 の 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

（ 特 定 任 期 付 職 員 の 号 給 の 決 定 ）  （ 特 定 任 期 付 職 員 の 号 給 の 決 定 ）  

第 4条  特 定 任 期 付 職 員 （ 条 例 第 7条 第 1項

に 規 定 す る 特 定 任 期 付 職 員 を い う 。 以

下 同 じ 。 ） に 適 用 す る 同 項 の 給 料 表 の

号 給 は 、 そ の 者 の 専 門 的 な 知 識 経 験 又

は 識 見 の 度 並 び に そ の 者 が 従 事 す る 業

務 の 困 難 及 び 重 要 の 度 に 応 じ て 決 定 す

る も の と し 、 そ の 決 定 の 基 準 と な る べ

き 標 準 的 な 場 合 は 、 次 の 各 号 に 定 め る

と お り と す る 。  

第 4条  条 例 第 7条 第 1項 に 規 定 す る 特 定 任

期 付 職 員 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ に 適 用 す る 同 項 の 給 料 表 の

号 給 は 、 そ の 者 の 専 門 的 な 知 識 経 験 又

は 識 見 の 度 並 び に そ の 者 が 従 事 す る 業

務 の 困 難 及 び 重 要 の 度 に 応 じ て 決 定 す

る も の と し 、 そ の 決 定 の 基 準 と な る べ

き 標 準 的 な 場 合 は 、 次 の 各 号 に 定 め る

と お り と す る 。  

(1)～ (7) （ 略 ）  (1)～ (7) （ 略 ）  

（ 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 ）  （ 削 る ）  

第 5条  条 例 第 7条 第 4項 に 規 定 す る 特 に 顕

著 な 業 績 を 挙 げ た か ど う か は 、 同 条 第 2

項 の 規 定 に よ り 特 定 任 期 付 職 員 の 号 給

が 決 定 さ れ た 際 に 期 待 さ れ た 業 績 に 照

ら し て 判 断 す る も の と す る 。  

（ 削 る ）  

第 6条  特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 は 、 12月

1日 （ 以 下 「 基 準 日 」 と い う 。 ） に 在 職

す る 特 定 任 期 付 職 員 の う ち 、 特 定 任 期

付 職 員 と し て 採 用 さ れ た 日 か ら 当 該 基

準 日 ま で の 間 （ 特 定 任 期 付 職 員 業 績 手

当 の 支 給 を 受 け た こ と の あ る 者 に あ つ

て は 、 支 給 を 受 け た 直 近 の 当 該 手 当 に

係 る 基 準 日 の 翌 日 か ら 直 近 の 基 準 日 ま

で の 間 ） に そ の 者 の 特 定 任 期 付 職 員 と

し て の 業 務 に 関 し 特 に 顕 著 な 業 績 を 挙

げ た と 認 め ら れ る 特 定 任 期 付 職 員 に 対

し 、 当 該 基 準 日 の 属 す る 月 の 寒 川 町 一

般 職 の 職 員 の 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の

支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 39年 寒 川 町 規

則 第 1号 ） 第 16条 に 規 定 す る 期 末 手 当 の

支 給 日 に 支 給 す る こ と が で き る も の と

す る 。  

（ 削 る ）  

（ 給 料 月 額 の 決 定 の 特 例 ）  （ 給 料 月 額 の 決 定 の 特 例 ）  

第 7条  （ 略 ）  第 5条  （ 略 ）  

（ 補 則 ）  （ 補 則 ）  

第 8条  （ 略 ）  第 6条  （ 略 ）  

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 7年 4月 1日 か ら 施 行 す る 。  


